
安芸高田市暮らしの便利帳協働発行事業者の選定に関するプロポーザルにおける 

質問の回答について 

 

【質問 1】募集要領 6 企画提案書の提出等 

・質問内容 

『別紙「評価基準表」を参考に、次の項目を記載』とありますが、業務体制を示す内容とし

て担当者氏名や所属部署名は『提案者を識別できる情報』には該当しないという認識でよろし

いですか。 

・回答 

  ご認識の通りです。業務体制に関する担当者氏名、所属部署名、勤務年数、業務経験等は、

「提案者を識別できる情報」には該当しません。評価基準表で求められている人員体制に関す

る情報として、これらを記載いただいて問題ありません。 

なお、「提案者を識別できる情報」とは、企業ロゴ、企業名、連絡先等、提案者の会社自体

が特定される情報を指しています。 

 

【質問 2】仕様書３ 役割分担 

・質問内容 

  業務の一部再委託として、配布業務のみ再委託することは可能ですか。 

・回答 

  配布業務のみの再委託は可能とします。ただし、以下の条件を満たす必要があります。 

1. 企画提案書に記載すること 

再委託の有無を明記してください。再委託する場合は、再委託対象業務の範囲を記載し

てください。 

2. 再委託先の実績を明示すること 

再委託先が同等以上の配布実績を有することを、具体的に示してください。 

3. 市への報告義務 

協定締結時に、再委託先の詳細情報（企業名、所在地、配布体制等）を市へ報告してくだ

さい。 

4. 責任の所在 

配布品質の確保及び配布に関する問合せ・苦情への対応は、最終的には発行事業者が責

任を負うものとします。 

 

【質問 3】仕様書６ 発行部数 

・質問内容 

１４,３００部に、広告掲載者への見本誌提供としての部数（３００部程度）は含まれます

か。含まれない場合、適当数を加えた部数を提案することは可能ですか。 

・回答 



  仕様書 6に記載の 14,300部の内訳は、世帯配布分 13,110部、転入世帯分 1,000部、予備分

190部となります。 

予備分 190部は、配布時の未配布世帯への対応や配布中の破損等に対応するための部数と

して想定しています。広告掲載者への見本誌提供については、この予備分 190部を活用する

ことを想定していますが、見本誌提供の規模によって予備分では不足する場合、増刷いただ

くことは可能とします。 

見本誌の提供が必要と判断される場合、企画提案書に以下の内容を明記してください。 

・見本誌として想定する部数 

・見本誌提供に伴う増刷部数（14,300部を超える場合） 

 

【質問 4】評価基準表 １.発行実績 

・質問内容 

  弊社は過去の実績として約２,０００件程度を有しておりますが、そのうち１０件程度を抜

粋しての記載でもよろしいでしょうか。 

・回答 

  10 件程度の抜粋記載で問題ございません。ただし、提案する冊子制作の業務内容に関連性

が高い案件を、優先的に抜粋してください。 

 

【質問 5】評価基準表 １.発行実績 

・質問内容 

  審査基準の提示例にある人口規模について、発行当時の人口を正確に記載することが難しい

ため、現時点での人口規模を記載してよろしいでしょうか。 

・回答 

発行当時の人口を確認することが困難な場合は、現在の人口規模を記載してください。 


